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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子カルテシステムにおいて、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と
、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテシステム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記ある項目に対応する入力欄の入力規制を前記代表項目名に対応する
入力欄の入力規制を用いて設定することを特徴とする請求項１に記載の電子カルテシステ
ム。
【請求項３】
　電子カルテシステムにおいて、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と
、
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　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテシステム。
【請求項４】
　関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代表する項目名として選択され
た１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテ装置。
【請求項５】
　関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代表する項目名として選択され
た１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテ装置。
【請求項６】
　コンピュータに、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する
　処理を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項７】
　コンピュータに、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記カルテシステムにインポートす
る際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる前記
フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択された項
目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、イン
ポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項目名
としたフォームを出力する制御を行う
　処理を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項８】
　コンピュータが実行する制御方法であって、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
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表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する
　処理を実行する制御方法。
【請求項９】
　コンピュータが実行する制御方法であって、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う
　処理を実行することを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子カルテシステム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院等に設置される電子カルテシステムは、医療情報などを入力するための帳票のフォ
ームを用意しておき、フォームの項目欄に入力される情報を用いて、電子カルテデータを
生成する。このような電子カルテデータを作成する際、新規にフォームを作成するのでは
なく、既存の帳票のフォームを流用する場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２０９６５号公報
【特許文献２】特開２００５－２９２９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、フォームの関連付けを行うことができないとい
う問題がある。
【０００５】
　例えば、一つの病院において複数のシステムが導入されているために、一つの病院であ
っても、一つのデータに対して異なる定義が存在する場合がある。例えば、血圧の場合、
最大血圧、血圧、食後血圧等のように様々な表現で定義される場合がある。そして、最大
血圧で定義したフォームと、血圧で定義したフォームとでは、同じものを意味するデータ
を入力するフォームであっても、各フォームの関連付けを行うことができない。
【０００６】
　１つの側面では、本発明は、外部フォームの項目を自病院のシステムで用いるフォーム
の項目に関連付けを行うことができる電子カルテシステム、電子カルテ装置、制御プログ
ラムおよび制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　１つの態様では、電子カルテシステムは、記憶部と、制御部とを有する。記憶部は、電
子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代表す
る項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する。制御部は、他の
電子カルテシステムから出力されたフォームを電子カルテシステムにインポートする際に
、次の処理を行う。制御部は、フォームに含まれるある項目の項目名が複数の項目名のう
ち、代表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートしたフォームのうち、あ
る項目の項目名を代表項目名として出力するように制御する。
【発明の効果】
【０００８】
　１つの態様によれば、フォームの関連付けを行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施例に係る電子カルテシステムの構成を示す図である。
【図２】図２は、本実施例に係る電子カルテ装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図３は、フォームテーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】図４は、フォーム画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、項目名テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図６】図６は、外部フォームデータのデータ構造の一例を示す図である。
【図７】図７は、カルテデータのデータ構造の一例を示す図である。
【図８】図８は、端末装置に表示される検索画面の一例を示す図である。
【図９】図９は、リストの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャート（
１）である。
【図１１】図１１は、本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャート（
２）である。
【図１２】図１２は、制御プログラムを実行するコンピュータの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本願の開示する電子カルテシステム、電子カルテ装置、制御プログラムおよび
制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が
限定されるものではない。
【実施例】
【００１１】
　本実施例に係る電子カルテシステムの構成の一例について説明する。図１は、本実施例
に係る電子カルテシステムの一例を示す図である。図１に示すように、この電子カルテシ
ステム１は、外部電子カルテシステム２に接続される。また、電子カルテシステム１は、
電子カルテ装置１００と、端末装置１０ａ，１０ｂ，１０ｃを有する。電子カルテ装置１
００は、ネットワーク５０を介して、端末装置１０ａ，１０ｂ，１０ｃと相互に接続され
る。以下の説明では、端末装置１０ａ，１０ｂ，１０ｃをまとめて適宜、端末装置１０と
表記する。
【００１２】
　端末装置１０は、医師やオペレータ等が電子カルテの情報を入力する場合に利用する端
末装置である。医師やオペレータ等は、端末装置１０を操作して、電子カルテ装置１００
にアクセスし、電子カルテに関する各種の情報を入力する。
【００１３】
　電子カルテ装置１００は、電子カルテに関する情報を保持する装置である。また、電子
カルテ装置１００は、外部電子カルテシステム２から取得する外部フォームをインポート
し、電子カルテ装置１００のフォームと関連付けを行う。
【００１４】
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　ここで、電子カルテ装置１００の構成の一例について説明する。図２は、本実施例に係
る電子カルテ装置の構成を示す機能ブロック図である。図２に示すように、この電子カル
テ装置１００は、通信部１１０、記憶部１２０、制御部１３０を有する。
【００１５】
　通信部１１０は、端末装置１０、外部電子カルテシステム２とデータ通信を実行する処
理部である。通信部１１０は、通信装置等に対応する。後述する制御部１３０は、通信部
１１０を介して、端末装置１０、外部電子カルテシステム２とデータをやりとりする。
【００１６】
　記憶部１２０は、フォームテーブル１２１、項目名テーブル１２２、外部フォームデー
タ１２３、カルテデータ１２４を有する。記憶部１２０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Ac
cess　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ（Flash　Memory）
などの半導体メモリ素子や、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）などの記憶装置に対応する。
【００１７】
　フォームテーブル１２１は、フォームに関する各種の情報を保持するテーブルである。
図３は、フォームテーブルのデータ構造の一例を示す図である。図３に示すように、この
フォームテーブル１２１は、フォーム識別情報、項目識別情報、項目名、フォーマットを
それぞれ対応付ける。フォーム識別情報は、フォームを一意に識別する情報である。項目
識別情報は、項目を一意に識別する情報である。
【００１８】
　項目名は、項目の名称である。フォーマットは、項目名に対応する入力欄に入力する情
報の入力規制である。例えば、項目識別情報「項目１Ａ」のフォーマットは、半角数字で
ある。このため、項目識別情報「項目１Ａ」に対応する項目名「最高血圧」の入力欄には
、半角数字のみの入力が許容される。
【００１９】
　なお、図３に示す情報以外に、周知技術と同様にして、フォームに関する情報を含んで
いてもよい。
【００２０】
　ここで、図３のフォームテーブル１２１に基づいて表示されるフォーム画面の一例につ
いて説明する。図４は、フォーム画面の一例を示す図である。図４に示すフォーム画面２
０は、例えば、図３のフォームテーブル１２１のフォーム識別番号「Ｆ１００１」に対応
するフォーム画面とする。
【００２１】
　フォーム画面２０には、項目識別情報「項目１Ａ」に対応する項目「最高血圧」と、項
目識別情報「項目１Ｂ」に対応する項目「患者名」と、項目識別情報「項目１Ｃ」に対応
する項目「患者ＩＤ」とが含まれる。また、フォーム画面２０には、最高血圧に対応する
入力欄２０ａ、患者名に対応する入力欄２０ｂ、患者ＩＤに対応する入力欄２０ｃが含ま
れる。
【００２２】
　例えば、医師やオペレータは、端末装置１０を操作して、電子カルテ装置１００にアク
セスして、フォーム画面を表示させ、各入力欄に情報を入力する。
【００２３】
　項目名テーブル１２２は、相互に関連する複数の項目名と、複数の項目名を代表する代
表項目名とを対応付けるテーブルである。図５は、項目名テーブルのデータ構造の一例を
示す図である。
【００２４】
　図５に示すように、この項目名テーブル１２２は、代表項目名と、項目識別情報と、項
目名とを対応付ける。代表項目名は、相互に関連する複数の項目名を代表する項目名であ
る。図５に示す例では、相互に関連する項目名「最高血圧、血圧（上）、収縮期血圧」の
代表項目名が「最高血圧」となる。代表項目名と、関連する複数の項目名との関係は、管
理者が適宜変更してもよい。
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【００２５】
　外部フォームデータ１２３は、例えば、外部電子カルテシステム２から受信するフォー
ムの情報である。図６は、外部フォームデータのデータ構造の一例を示す図である。図６
に示すように、この外部フォームデータ１２３は、フォーム識別情報と、項目識別情報と
、項目名と、フォーマットとをそれぞれ対応付ける。
【００２６】
　カルテデータ１２４は、フォーム画面で入力されたカルテに関する各種情報を保持する
テーブルである。図７は、カルテデータのデータ構造の一例を示す図である。図７に示す
ように、このカルテデータ１２４は、患者ＩＤと、患者名と、最高血圧とを対応付けて保
持する。なお、このカルテデータ１２４は、他の情報を有していてもよい。
【００２７】
　図２の説明に戻る。制御部１３０は、受信部１３１、出力部１３２、入力受付部１３３
を有する。制御部１３０は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　C
ircuit）や、ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）などの集積装置に対応する
。また、制御部１３０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Mic
ro　Processing　Unit）等の電子回路に対応する。
【００２８】
　受信部１３１は、外部電子カルテシステム２から外部フォームデータ１２３を受信する
処理部である。受信部１３１は、受信した外部フォームデータ１２３を、記憶部１２０に
格納する。
【００２９】
　出力部１３２は、ネットワーク５０を介して、端末装置１０からフォーム画面の参照要
求を受け付けた場合に、フォームテーブル１２１を基にしてフォーム画面を生成し、生成
したフォーム画面の情報を、端末装置１０に出力する処理部である。例えば、医師やオペ
レータは、端末装置１０に表示されたフォーム画面を参照し、入力欄に各種の情報を入力
する。なお、出力部１３２は、フォームテーブル１２１の項目目を、代表項目名に変換し
て、端末装置１０に表示してもよい。
【００３０】
　また、出力部１３２は、外部フォームデータ１２３を電子カルテシステム１にインポー
トする指示を受け付けた場合に、外部フォームデータ１２３を電子カルテシステム１のフ
ォームに対応させて、端末装置１０に出力する処理部である。出力部１３２は、外部フォ
ームデータ１２３の項目名を代表項目名に変換して、端末装置１０に出力する。
【００３１】
　外部フォームデータ１２３を、インポートする指示は、管理者が入力装置を用いて、電
子カルテ装置１００に入力してもよいし、端末装置１０を介して、電子カルテ装置１００
に入力してもよい。
【００３２】
　ここで、出力部１３２が、外部フォームデータ１２３の項目名を代表項目名に変換する
第１処理、第２処理について順に説明する。出力部１３２は、第１処理、第２処理の双方
を実行してもよいし、何れか一方の処理を実行してもよい。
【００３３】
　第１処理について説明する。出力部１３２は、外部フォームデータ１２３の項目名と、
項目名テーブル１２２の項目名とを比較して、外部フォームデータ１２３の項目名と一致
する項目名を項目名テーブル１２２から特定する。出力部１３２は、特定した項目名に対
応する代表項目名を、外部フォームデータ１２３の項目名として出力する。
【００３４】
　例えば、外部フォームデータ１２３の項目名を「収縮期血圧」とすると、図５に示した
項目名テーブル１２２の項目名「収縮期血圧」に一致する。このため、出力部１３２は、
項目名テーブル１２２の項目名「収縮期血圧」に関連付けられた代表項目名の「最高血圧
」を、外部フォームデータ１２３の項目名として出力する。すなわち、出力部１３２は、
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外部フォームデータ１２３に対応するフォーム画面を、端末装置１０に出力して表示させ
る場合には、外部フォームデータ１２３の項目名を、代表項目名に変換した状態で、端末
装置１０に出力する。
【００３５】
　また、出力部１３２は、外部フォームデータ１２３の項目名に対応するフォーマットと
、代表項目名に対応するフォーマットとが異なる場合には、外部フォームデータ１２３の
項目名のフォーマットを、代表項目名に対応するフォーマットに変換する。すなわち、外
部フォームデータ１２３の項目名に対応するフォーマットよりも、代表項目名に対応する
フォーマットが優先される。例えば、代表項目名を「最高血圧」とすると、代表項目名「
最高血圧」に対応するフォーマットは、該代表項目名と同一の項目名となる図３の項目名
「最高血圧」のフォーマットとなる。
【００３６】
　第２処理について説明する。出力部１３２は、フォームテーブル１２１、外部フォーム
データ１２３を参照し、関連する項目名、外部フォームデータ１２３の項目名のリストを
端末装置１０に表示する。図９は、リストの一例を示す図である。図９に示すように、出
力部１３２は、関連する項目名「収縮期血圧、最高血圧、血圧（上）」をリスト４０に表
示し、医師やオペレータは、端末装置１０を操作して、何れかの項目名を選択する。出力
部１３２は、選択された項目名を代表項目名として設定する。
【００３７】
　出力部１３２は、選択された代表項目名が、外部フォームデータ１２３に含まれる項目
名であり、かつ、フォームテーブル１２１の関連する項目名に含まれない場合には、外部
フォームデータ１２３の項目名を、関連する項目名に追加登録する。
【００３８】
　例えば、フォームテーブル１２１の関連する項目名が「収縮期血圧、血圧（上）」であ
り、外部フォームデータ１２３の項目名が「最高血圧」であり、代表項目名として、「最
高血圧」が選択されたものとする。この場合には、出力部１２３は、フォームテーブル１
２１の関連する項目名「収縮期血圧、血圧（上）」に項目名「最高血圧」を追加登録し、
関連する項目名の代表項目名を「最高血圧」に更新する。
【００３９】
　出力部１３２は、外部フォームデータ１２３に対応するフォーム画面を端末装置１０に
表示させる場合には、上述した第１処理と同様にして、外部フォームデータの項目名を、
代表項目名に変換した状態で、端末装置１０に出力する。
【００４０】
　入力受付部１３３は、端末装置１０に表示された各フォーム画面の各入力欄に入力され
た情報を、端末装置１０から受け付け、受け付けた情報を、カルテデータ１２４に登録す
る処理部である。上記の出力部１３２の処理によって、各フォーム固有の項目名は、代表
項目名に変換されており、例えば、入力受付部１３３は、代表項目名と項目名に対応する
情報とを対応付けて、カルテデータ１２４に登録する。
【００４１】
　このように、代表項目名によって、各項目名の情報を関連付けることで、検索処理が容
易になる。入力受付部１３３は、代表項目名と検索条件とを端末装置１０から受け付けた
場合には、代表項目名に対応するレコードのうち、検索条件に合致するレコードを、端末
装置１０に出力する。
【００４２】
　図８は、端末装置に表示される検索画面の一例を示す図である。例えば、検索画面３０
には、検索条件を入力する領域３０ａと、検索結果を表示する領域３０ｂとが含まれる。
領域３０ａには、代表項目名を入力する欄と、検索条件を入力する欄が含まれる。また、
領域３０ｂには、入力受付部１３３の検索結果が表示される。
【００４３】
　例えば、入力受付部１３３は、代表項目名「血圧」、検索条件「１２０以上」が指定さ
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れると、カルテデータ１２４を参照し、「血圧」が「１２０以上」となるレコードを検索
し、検索結果を端末装置１０に通知する。
【００４４】
　次に、本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順の一例について説明する。図１０は、
本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャート（１）である。図１０に
示すように、この電子カルテ装置１００は、外部電子カルテシステム２から外部フォーム
データ１２３をインポートする（ステップＳ１０１）。
【００４５】
　電子カルテ装置１００は、外部フォームデータ１２３の項目名が代表項目名以外の、フ
ォームテーブル１２１の項目名と一致するか否かを判定する（ステップＳ１０２）。電子
カルテ装置１００は、一致しない場合には（ステップＳ１０３，Ｎｏ）、処理を終了する
。
【００４６】
　一方、電子カルテ装置１００は、一致する場合には（ステップＳ１０３，Ｙｅｓ）、外
部フォームを出力する場合に、外部フォームデータ１２３の項目名を代表項目名に変換し
て出力する（ステップＳ１０４）。
【００４７】
　図１１は、本実施例に係る電子カルテ装置の処理手順を示すフローチャート（２）であ
る。図１１に示すように、この電子カルテ装置１００は、外部電子カルテシステム２から
外部フォームデータをインポートする（ステップＳ２０１）。
【００４８】
　電子カルテ装置１００は、関連する項目名のリストを端末装置１００に表示する（ステ
ップＳ２０２）。電子カルテ装置１００は、代表項目名の選択を受け付ける（ステップＳ
２０３）。電子カルテ装置１００は、外部フォームデータの項目名と代表項目名とを関連
付ける（ステップＳ２０４）。
【００４９】
　電子カルテ装置１００は、外部フォームを出力する場合に、外部フォームデータの項目
名を代表項目名に変換して出力する（ステップＳ２０５）。
【００５０】
　次に、本実施例に係る電子カルテシステム１の効果について説明する。電子カルテシス
テム１は、電子カルテ装置１００が、外部電子カルテシステム２から取得した外部フォー
ムデータの項目名が自システムの関連する複数の項目名と一致する場合に、外部フォーム
データの項目名を代表項目名に変換して端末装置１０に出力する。このため、電子カルテ
システムによれば、外部電子カルテシステム２から取得した帳票を自システムのデータ項
目へ関連付けを行うことができる。
【００５１】
　また、本実施例に係る電子カルテシステム１によれば、ある項目に対応する入力欄の入
力規制を代表項目に対応する入力欄の入力規制を用いて設定する。このため、外部フォー
ムデータを関連付けた場合でも、自システムのフォーマットにあわせて入力規制を行うこ
とが出来る。
【００５２】
　また、本実施例に係る電子カルテシステム１によれば、関連する項目のリストを表示し
て、代表項目名を選択させ、例えば、外部フォームデータに含まれる選択された項目名を
選択済みの代表項目名としたフォームを出力する。このため、外部フォームデータの項目
を、利用者の好む代表項目名に容易に設定することができる。
【００５３】
　次に、上記実施例に示した電子カルテ装置１００と同様の機能を実現する制御プログラ
ムを実行するコンピュータの一例について説明する。図１２は、制御プログラムを実行す
るコンピュータの一例を示す図である。
【００５４】
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　図１２に示すように、コンピュータ３００は、各種演算処理を実行するＣＰＵ３０１と
、ユーザからのデータの入力を受け付ける入力装置３０２と、ディスプレイ３０３とを有
する。また、コンピュータ３００は、記憶媒体からプログラム等を読取る読み取り装置３
０４と、ネットワークを介して他のコンピュータとの間でデータの授受を行うインターフ
ェース装置３０５とを有する。また、コンピュータ３００は、各種情報を一時記憶するＲ
ＡＭ３０６と、ハードディスク装置３０７とを有する。そして、各装置３０１～３０７は
、バス３０８に接続される。
【００５５】
　ハードディスク装置３０７は、制御プログラム３０７ａを有する。ＣＰＵ３０１は、制
御プログラム３０７ａを読み出してＲＡＭ３０６に展開する。制御プログラム３０７ａは
、制御プロセス３０６ａとして機能する。例えば、制御プロセス３０６ａは、制御部１３
０に対応する。
【００５６】
　なお、制御プログラム３０７ａについては、必ずしも最初からハードディスク装置３０
７に記憶させておかなくても良い。例えば、コンピュータ３００に挿入されるフレキシブ
ルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなど
の「可搬用の物理媒体」に各プログラムを記憶させておく。そして、コンピュータ３００
がこれらから制御プログラム３０７ａを読み出して実行するようにしてもよい。
【００５７】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００５８】
（付記１）電子カルテシステムにおいて、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と
、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテシステム。
【００５９】
（付記２）前記制御部は、前記ある項目に対応する入力欄の入力規制を前記代表項目名に
対応する入力欄の入力規制を用いて設定することを特徴とする付記１に記載の電子カルテ
システム。
【００６０】
（付記３）電子カルテシステムにおいて、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と
、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテシステム。
【００６１】
（付記４）関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代表する項目名として
選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
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トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテ装置。
【００６２】
（付記５）前記制御部は、前記ある項目に対応する入力欄の入力規制を前記代表項目名に
対応する入力欄の入力規制を用いて設定することを特徴とする付記４に記載の電子カルテ
装置。
【００６３】
（付記６）関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代表する項目名として
選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部と、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする電子カルテ装置。
【００６４】
（付記７）コンピュータに、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する
　処理を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【００６５】
（付記８）前記制御する処理は、前記ある項目に対応する入力欄の入力規制を前記代表項
目名に対応する入力欄の入力規制を用いて設定することを特徴とする付記７に記載の制御
プログラム。
【００６６】
（付記９）コンピュータに、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を
参照し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う
　処理を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【００６７】
（付記１０）コンピュータが実行する制御方法であって、
　電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名を代
表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を参照
し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
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トする際に、該フォームに含まれるある項目の項目名が前記複数の項目名のうち、前記代
表項目名とは異なる項目名と一致する場合に、インポートした前記フォームのうち、前記
ある項目の項目名を前記代表項目名として出力するように制御する
　処理を実行する制御方法。
【００６８】
（付記１１）前記制御する処理は、前記ある項目に対応する入力欄の入力規制を前記代表
項目名に対応する入力欄の入力規制を用いて設定することを特徴とする付記１０に記載の
制御方法。
【００６９】
（付記１２）コンピュータが実行する制御方法であって、
　前記電子カルテシステムにおいて関連付けられた複数の項目名のうち、該複数の項目名
を代表する項目名として選択された１つの代表項目名を特定する情報を記憶する記憶部を
参照し、
　他の電子カルテシステムから出力されたフォームを前記電子カルテシステムにインポー
トする際に、関連付けられた前記複数の項目名に関連付ける対象としてインポートされる
前記フォームに含まれる項目名のリストを表示し、表示した前記リストにおいて選択され
た項目名を、関連付けられた前記複数の項目名にさらに関連付ける項目名として登録し、
インポートされた前記フォームに含まれる選択された前記項目名を選択済みの前記代表項
目名としたフォームを出力する制御を行う
　処理を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　　電子カルテシステム
　２　　　外部電子カルテシステム
　１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　端末装置
　１００　電子カルテ装置
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